
1 （教職員課） 

件  名  

学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律を踏まえ、学校職

員の期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の取扱いを変更するた

め、学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を別紙のとおり改正し

たいので、審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるもの 

 

 

 

 

 

第６５号議案 
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２ 改正の内容 

現行  改正案 

育児休業の承認に係る期間（当

該期間が２以上あるときは、それ

ぞれの期間を合算した期間）が１

か月以下である場合、当該期間を

除算（減額）の対象としない。 

 育児休業の承認期間を 

⑴ 育児休業の承認に係る期間の

全部が出生日から５７日以内で

ある育児休業 

⑵ ⑴以外の育児休業 

に分類し、分類した育児休業の期間

（当該期間が２以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）ごと

に、それぞれ１か月以下である場合

は当該期間を除算（減額）の対象と

しない。 

 

３ 施行期日 

令和４年１０月１日 
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学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 新旧対照表                            （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 

第一条～第五条の二 （略） 第一条～第五条の二 （略） 

（期末手当に係る在職期間） （期末手当に係る在職期間） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 ２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 

一 （略） 一 （略） 

二 育児休業法第二条の規定により育児休業（次に掲げる育児休業を除

く。）をしている学校職員及び第二条第八号に掲げる学校職員として

在職した期間については、その二分の一の期間 

二 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている学校職員（当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が一箇月以下である学校職員を除く。）及び

第二条第八号に掲げる学校職員として在職した期間については、その

二分の一の期間 

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休

業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上あるときは、それぞ

れの期間を合算した期間）が一箇月以下である育児休業 

（新設） 

ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休

業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業

であつて、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が一箇月以下である育児

休業 

（新設） 

三～七 （略） 三～七 （略） 

３ （略） ３ （略） 

第七条～第十一条 （略） 第七条～第十一条 （略） 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第十二条 （略） 第十二条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 ２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 

一 （略） 一 （略） 

二 育児休業法第二条の規定により育児休業（第六条第二項第二号イ及

びロに掲げる育児休業を除く。）をしている学校職員及び第二条第八

号に掲げる学校職員として在職した期間 

二 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている学校職員（当該

育児休業の承認に係る期間（当該期間が二以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が一箇月以下である学校職員を除く。）及び

第二条第八号に掲げる学校職員として在職した期間 

三～十一 （略） 三～十一 （略） 

第十三条～第十八条 （略） 第十三条～第十八条 （略） 
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別表 （略） 別表 （略） 
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規
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学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 
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和
四
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日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
し
て
い
る
学
校
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当

該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る

学
校
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
（
次
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を
除
く
。
）
を
し
て
い
る
学
校
職
員
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ 

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第

三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に

係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）

が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業 

ロ 

当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
の
全
部
が
子
の
出
生
の
日
か
ら
育
児
休
業
条
例
第

三
条
の
二
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
育
児
休
業
以
外
の
育
児
休
業
で
あ
つ
て
、
当
該
育

児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を

合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
育
児
休
業 

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
を
し
て
い
る
学
校
職
員
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間

（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で

あ
る
学
校
職
員
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
六
条
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
育
児
休
業
を

除
く
。
）
を
し
て
い
る
学
校
職
員
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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